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○阪南市下水道条例 

平成４年１２月１５日 

条例第１９号 

目次 

第１章　総則（第１条・第２条） 

第２章　排水設備の設置等（第３条―第１０条） 

第３章　公共下水道の使用（第１１条―第２０条） 

第４章　行為の許可等（第２１条―第２５条） 

第５章　雑則（第２６条） 

第６章　罰則（第２７条―第２９条） 

附則 

第１章　総則 

（趣旨） 

第１条　この条例は、下水道法（昭和３３年法律第７９号。以下「法」

という。）その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置及び

管理について必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。 

(1)　下水　法第２条第１号に規定する下水をいう。 

(2)　汚水　法第２条第１号に規定する汚水をいう。 

(3)　下水道　法第２条第２号に規定する下水道をいう。 

(4)　公共下水道　法第２条第３号に規定する公共下水道をいう。 

(5)　排水設備　法第１０条第１項に規定する排水設備をいう。 

(6)　除害施設　法第１２条第１項に規定する除害施設をいう。 

(7)　特定事業場　法第１２条の２第１項に規定する特定事業場をい

う。 

(8)　排水区域　法第２条第７号に規定する排水区域をいう。 
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(9)　処理区域　法第２条第８号に規定する処理区域をいう。 

(10)　使用者　下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をい

う。 

(11)　使用月　下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね１月の

期間をいう。 

(12)　水道　水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条第１項に規

定する水道をいう。 

第２章　排水設備の設置等 

（排水設備の接続方法及び内径等） 

第３条　排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）を

行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。 

(1)　汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべき公共下

水道のますその他の排水施設（法第１１条第１項の規定により、又

は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水

設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以

下この条及び次条において「公共ます等」という。）に、雨水を排

除すべき排水設備にあっては雨水を排除すべき公共ます等に固着さ

せること。 

(2)　排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の

機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の

実施方法で規則に定めるところによること。 

(3)　汚水を排除すべき配水管の内径は、市長が特別の理由があると認

めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断
きょ

面積は、同表に定める排水人口に応じた排水管の内径と同程度以上

の流下能力のあるものとすること。 

 排水人口 排水管の内径

 １５０人未満 １００ミリメートル以上
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(4)　雨水を排除すべき排水管の内径は、市長が特別の理由があると認

めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断
きょ

面積は、同表に定める排水面積に応じた排水管の内径と同程度以上

の流下能力のあるものとすること。 

（公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等） 

第４条　公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設（排水設

備及び法第２４条第１項の規定によりその設置について許可を受ける

べき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。）の新設等

を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。 

(1)　汚水は汚水を排除すべき公共ます等に、雨水は雨水を排除すべき

公共ます等に流入させるように設けること。 

(2)　堅固で耐久力を有する構造とすること。 

(3)　陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、

漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。 

（排水設備等の計画の確認） 

第５条　排水設備又は前条の排水施設（これらに接続する除害施設を含

む。以下「排水設備等」という。）の新設等を行おうとする者は、あ

らかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に

適合するものであることについて、規則で定めるところにより市長に

申請し、確認を受けなければならない。 

 １５０人以上３００人未満 １５０ミリメートル以上

 ３００人以上６００人未満 ２００ミリメートル以上

 ６００人以上 ２５０ミリメートル以上

 排水面積 排水管の内径

 ２００平方メートル未満 １００ミリメートル以上

 ２００平方メートル以上６００平方メート

ル未満

１５０ミリメートル以上

 ６００平方メートル以上 ２００ミリメートル以上
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２　前項の規定は、確認を受けた事項を変更する場合に準用する。ただ

し、排水設備等の機能に影響を及ぼさない変更にあっては、その旨を

市長に届け出ることをもって足りる。 

（排水設備等の工事の実施） 

第６条　排水設備等の新設等の工事（規則で定める軽微な工事を除く。）

の設計及び施工は、市長が排水設備等の工事に関し技能を有する者と

して指定した阪南市指定排水設備工事業者（以下「指定業者」という。）

でなければ行ってはならない。 

２　指定業者は、前条の規定により確認を受けた計画に基づき工事の施

工をしなければならない。 

（指定業者） 

第７条　指定業者に関する事項は、市長が別に定める。 

（排水設備等の工事の検査） 

第８条　排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、

工事を完了した日から５日以内にその旨を市長に届け出て、その検査

を受けなければならない。 

２　市長は、前項の検査の結果、その工事が排水設備等の設置及び構造

に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等

の新設等を行った者に検査済証を交付するものとする。 

（従来の排水設備等の認定） 

第９条　従来の排水設備等を使用する者は、その旨を市長に申請し、そ

の検査を受けなければならない。 

２　市長は、前項の検査の結果、その排水設備等が排水設備等の設置及

び構造に関する法令の規定に適合していると認めたとき、又は市長が

適当であると認めたときは、従来の排水設備等を使用する者に検査済

証を交付するものとする。 

（代理人及び総代人） 
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第１０条　法第１０条第１項の規定により排水設備を設置すべき者又は

使用者が、市内に住所を有しないとき、その他市長が必要と認めると

きは、この条例に定める事項を処理させるため、市長はその者に対し

て、市内に住所を有する代理人の選定を命ずることができる。 

２　市長は、排水設備を共有する者に対して、この条例に定める事項を

処理させるため、当該共有者の中から総代人の選定を命ずることがで

きる。 

第３章　公共下水道の使用 

（使用開始等の届出） 

第１１条　使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又

は再開したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限り

でない。 

２　使用者を変更しようとするときは、新たに使用者となろうとする者

は、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。 

（し尿の排除の制限） 

第１２条　使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所に

よってこれをしなければならない。 

（特定事業場からの汚水の排除の制限） 

第１３条　特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、

次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。 

(1)　水素イオン濃度　水素指数５を超え９未満 

(2)　生物化学的酸素要求量　１リットルにつき５日間に６００ミリ

グラム未満 

(3)　浮遊物質量　１リットルにつき６００ミリグラム未満 

(4)　ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア　鉱油類含有量　１リットルにつき５ミリグラム以下 

イ　動植物油脂類含有量　１リットルにつき３０ミリグラム以下 
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２　製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除され

る汚水に係る前項第１号から第３号までに掲げる項目に関する水質の

基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処

理施設（流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設をいう。

以下同じ。）で処理される汚水量の４分の１以上であると認めるとき、

その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されないと認

めるときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわ

らず、次に掲げる基準を適用する。 

(1)　水素イオン濃度　水素指数５．７を超え８．７未満 

(2)　生物化学的酸素要求量　１リットルにつき５日間に３００ミリ

グラム未満 

(3)　浮遊物質量　１リットルにつき３００ミリグラム未満 

３　特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域に直接排

除されたとした場合においては水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１

３８号）の規定により、当該汚水について第１項各号に掲げる項目に

関し当該各号に定める水質（前項の規定が適用される場合にあっては、

同項各号に定める水質）よりゆるやかな水質の基準が適用される場合

は、前２項の規定にかかわらず、その排水基準とする。 

（除害施設の設置等） 

第１４条　使用者は、次に掲げる基準に適合しない水質の汚水（法第１

２条の２第１項又は第５項の規定により公共下水道に排除してはなら

ないとされるものを除く。）を公共下水道に継続して排除するときは、

除害施設の設置又は必要な措置を講じなければならない。ただし、水

洗便所から排除される汚水については、この限りでない。 

(1)　下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第９条の４第１項

各号に掲げる物質　それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条

第３項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値

とする。 
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(2)　温度　４５度未満 

(3)　水素イオン濃度　水素指数５を超え９未満 

(4)　生物化学的酸素要求量　１リットルにつき５日間に６００ミリ

グラム未満 

(5)　浮遊物質量　１リットルにつき６００ミリグラム未満 

(6)　ノルマルヘキサン抽出物質含有量 

ア　鉱油類含有量　１リットルにつき５ミリグラム以下 

イ　動植物油脂類含有量　１リットルにつき３０ミリグラム以下 

(7)　よう素消費量　１リットルにつき２２０ミリグラム未満 

(8)　前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で、大阪府生活

環境の保全等に関する条例（平成６年大阪府条例第６号）により、

当該公共下水道が接続する流域下水道からの放流水について排水基

準が定められているもの（生物化学的酸素要求量に類似する項目及

び大腸菌数を除く。）　当該排水基準に係る数値 

２　製造業又はガス供給業の用に供する施設から公共下水道に排除され

る汚水に係る前項第２号から第５号までに掲げる項目に関する水質の

基準については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処

理施設で処理される汚水量の４分の１以上であると認めるとき、その

処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されないと認める

ときその他やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、

次に掲げる基準を適用する。 

(1)　温度　４０度未満 

(2)　水素イオン濃度　水素指数５．７を超え８．７未満 

(3)　生物化学的酸素要求量　１リットルにつき５日間に３００ミリ

グラム未満 

(4)　浮遊物質量　１リットルにつき３００ミリグラム未満 

（除害施設の設置の届出） 
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第１５条　除害施設を設置しようとする者は、あらかじめ市長に届け出

なければならない。届出を行った事項を変更するときも同様とする。 

（除害施設の改善命令） 

第１６条　市長は、第１４条の規定に違反して汚水を公共下水道に排除

している者又は排除しようとしている者に対し、期限を付して除害施

設の設置その他必要な措置を命じ、又は公共下水道への排除の停止を

命ずることができる。 

（使用料の徴収） 

第１７条　市長は、公共下水道の使用について、使用者又は総代人から

使用料を徴収する。 

２　前項の使用料は、隔月に２月分を一括して徴収する。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、その他の方法により徴収するこ

とができる。 

３　市長は、前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事に伴う汚

水の排除のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時

的に使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納

させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴

う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出

があったとき、その他市長が必要と認めるときに行うものとする。 

４　市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を

減免することができる。 

（使用料の額） 

第１８条　使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量

に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に消費税法（昭和６

３年法律第１０８号）及び地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の

規定による消費税及び地方消費税の額に相当する額（その額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）を加算した額とす

る。 
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備考　この表において「公衆浴場用」とは、公衆浴場法（昭和２３年

法律第１３９号）に規定する公衆浴場に使用するものをいう。 

 区分 基本料金 超過料金（１m３につき）

 水量 使用料 水量 使用料

 一般

汚水

８立

方メ

ート

ルま

で

９０３

円

８立方メートルを超え１０立方メートル

まで

１３６

円

 １０立方メートルを超え１５立方メート

ルまで

１４１

円

 １５立方メートルを超え２０立方メート

ルまで

１４７

円

 ２０立方メートルを超え３０立方メート

ルまで

１５２

円

 ３０立方メートルを超え５０立方メート

ルまで

１６５

円

 ５０立方メートルを超え１００立方メー

トルまで

２０６

円

 １００立方メートルを超え２００立方メ

ートルまで

２３２

円

 ２００立方メートルを超え５００立方メ

ートルまで

２４９

円

 ５００立方メートルを超え１０００立方

メートルまで

２７６

円

 １０００立方メートルを超える分 ３００

円

 公衆

浴場

用

１立方メートルにつき ２４円
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（汚水排除量の認定） 

第１９条　使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。 

(1)　水道水を使用する場合は、水道の使用水量とする。 

(2)　前号の場合において、使用水量と排除した汚水量とが著しく相違

する等の特別の理由がある場合は、市長が認定する量とする。 

(3)　水道水以外の水を使用する場合は、その用途及び使用状況等を考

慮して市長が認定する量とする。 

（資料の提出） 

第２０条　市長は、使用料を算定するために必要があると認めるときは、

使用者から汚水量に係る資料の提出を求めることができる。 

第４章　行為の許可等 

（行為の許可） 

第２１条　法第２４条第１項に規定する許可を受けようとする者は、申

請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。許

可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

(1)　施設又は工作物その他の物件（排水設備を除く。以下「物件」と

いう。）を設ける場所を表示した位置図及び平面図 

(2)　物件の配置及び構造を表示した図面 

(3)　前２号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

（許可を要しない軽微な変更） 

第２２条　法第２４条第１項に規定する「条例で定める軽微な変更」と

は、同項の許可を受けて設けた物件（地上に存する部分に限る。）に

対する公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそ

れのない物件の添加であって、同項の許可を受けた者が当該許可を受

けた物件を設ける目的に付随して行うものとする。 

（占用の許可） 

第２３条　公共下水道の敷地又は排水施設に物件（以下「占用物件」と

いう。）を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しよ
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うとする者は、申請書に第２１条各号に掲げる書類を添付して市長に

提出し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更

しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について法

第２４条第１項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可

とみなす。 

２　前項の規定による許可を受けた者（法第２４条第１項の許可を受け

た者を含む。以下「占用者」という。）を変更しようとするときは、

新たに占用者となろうとする者は、あらかじめその旨を市長に届け出

なければならない。 

３　市長は、占用者から占用料を徴収する。ただし、次に定める占用物

件については、この限りでない。 

(1)　公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件 

(2)　公益上その他特別の事情があると認められる占用物件 

４　前項に規定する占用料の額、徴収方法及び還付については、阪南市

道路占用料金徴収条例（昭和４７年阪南町条例第７８号）の規定を準

用する。 

（原状回復） 

第２４条　前条第１項の規定により占用の許可を受けた者又は同条第２

項の規定により新たに占用者となった者は、その許可により占用物件

を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設け

る目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状

に回復しなければならない。ただし、市長が原状の回復の必要がない

と認めるときは、この限りでない。 

２　市長は、前条第１項の規定により占用の許可を受けた者又は同条第

２項の規定により新たに占用者になった者に対して、前項の原状回復

又は原状回復の必要がないと認めた場合の措置について、必要な指示

をすることができる。 

（手数料） 
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第２５条　市長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者

から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。 

(1)　指定業者の指定　１件につき１０，０００円 

(2)　指定業者の指定の更新　１件につき１０，０００円 

(3)　証書の交付　１件につき２，０００円 

２　前項の手数料は、申請の際に徴収する。 

３　既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、この限りでない。 

第５章　雑則 

（委任） 

第２６条　この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

第６章　罰則 

（罰則） 

第２７条　次に掲げる者は、５０，０００円以下の過料に処する。 

(1)　第５条第１項又は第２項による確認を受けないで排水設備等の

新設等をし、又は虚偽の申請をした者 

(2)　第６条第１項又は第２項の規定に違反して排水設備等の新設等

の工事の設計又は施工をした者 

(3)　第８条第１項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わ

ず、又は虚偽の届出を行った者 

(4)　第１１条第１項、同条第２項、第１５条又は第２３条第２項の規

定による届出を行わず、又は虚偽の届出を行った者 

(5)　第１６条の規定による命令に従わなかった者 

(6)　第２０条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又

は怠った者 

(7)　第２１条に規定する許可を受けず、又は虚偽の申請により法第２

４条第１項に規定する行為をした者 
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(8)　第２３条第１項に規定する許可を受けず、又は虚偽の申請により

同項に規定する占用をした者 

(9)　第２４条第１項本文の規定による原状回復を行わなかった者又

は同条第２項の規定による指示に従わなかった者 

第２８条　詐欺その他不正な行為により使用料等の徴収を免れた者に、

その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金

額が５０，０００円を超えないときは、５０，０００円とする。）以

下の過料に処する。 

第２９条　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の

従業者が、その法人又は人の業務に関して前２条の違反行為をしたと

きは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料

を科する。 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（平成１２年３月３１日条例第１９号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

（過料に関する経過措置） 

２　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。 

附　則（平成１５年３月１２日条例第５号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　改正後の第１８条の規定は、平成１５年４月分以後の使用料につい

て適用し、同年３月分以前の使用料については、なお従前の例による。 

附　則（平成１５年１２月２９日条例第３７号） 

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 
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附　則（平成１７年３月３１日条例第８号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附　則（平成１７年１２月２９日条例第５２号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　改正後の第１８条の規定は、第１９条第１号の規定により平成１８

年５月１日以後のメーター点検に基づいて算定する使用料について適

用し、同日前のメーターの点検に基づいて算定する使用料については、

なお従前の例による。 

附　則（平成２１年１２月２９日条例第３３号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　改正後の第１８条の規定は、第１９条の規定により平成２２年５月

１日以後のメーターの点検に基づいて算定する使用料について適用し、

同日前のメーターの点検に基づいて算定する使用料については、なお

従前の例による。 

附　則（平成２５年１２月２４日条例第４０号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　改正後の第１８条の規定は、第１９条の規定により平成２６年５月

１日以後のメーターの点検に基づいて算定する使用料について適用し、

同日前のメーターの点検に基づいて算定する使用料については、なお

従前の例による。 

附　則（平成３０年１２月２５日条例第１９号）抄 

（施行期日） 
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１　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

附　則（平成３０年１２月２５日条例第２４号） 

（施行期日） 

１　この条例は、平成３１年４月１日から施行する。ただし、第１８条

の改正規定は、平成３１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　改正後の第１８条の規定は、第１９条の規定により平成３１年１１

月１日以後のメーターの点検に基づいて算定する使用料について適用

し、同日前のメーターの点検に基づいて算定する使用料については、

なお従前の例による。 

附　則（令和元年１２月２３日条例第２５号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

附　則（令和６年１２月２３日条例第３７号） 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第１７条の改

正規定は、令和８年４月１日から施行する。


